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○富士見市就学援助費支給要綱 

平成１７年１月２７日 

告示第１６号 

改正 平成１８年３月２９日告示第５４号 

平成２０年３月２７日告示第６６号 

平成２１年３月２４日告示第６１号 

平成２６年３月３１日告示第１４２号 

平成２７年３月３１日告示第１１２号 

平成２７年１２月２５日告示第４７０―２号 

注 平成２０年３月から改正経過を注記した。 

富士見市就学援助費支給要綱（平成８年告示第９号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号。以下「法」という。）

第１９条の規定に基づき、就学援助費を支給することについて、必要な事項を定め

るものとする。 

（平２１告示６１・一部改正） 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(１) 就学援助費 経済的な理由により、就学が困難と認められる児童及び生徒の

保護者に対し、必要な援助を行うための費用をいう。 

(２) 児童 法第１８条に規定する学齢児童をいう。 

(３) 生徒 法第１８条に規定する学齢生徒をいう。 

(４) 保護者 法第１６条に規定する保護者をいう。 

(５) 要保護者 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１項に規定す

る者をいう。 

(６) 準要保護者 次条第２号又は第３号に該当する者をいう。 

（平２０告示６６・平２１告示６１・平２７告示１１２・一部改正） 

（支給対象者） 
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第３条 就学援助費の支給対象者は、小学校又は中学校に在学している児童又は生徒

の保護者で、市内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(１) 要保護者 

(２) 第５条に規定する申請時において、生計を同じくする世帯全員（当該世帯の

生計を主として維持する者が富士見市以外（国外を含む。）に居住している場合

において、当該世帯の生計を主として維持する者は、当該申請に係る世帯と同一

の世帯とみなす。）の前年所得が、生活保護法第８条第１項の規定による厚生労

働大臣が定める保護の基準により算定される額の１．３倍未満の者 

(３) その他市長が特に認める者 

（平２０告示６６・全改、平２７告示１１２・平２７告示４７０―２・一部

改正） 

（就学援助費の内容） 

第４条 就学援助費の内訳は、別表第１のとおりとする。 

（支給申請） 

第５条 就学援助費の支給を受けようとする者は、就学援助費の支給を受けようとす

る月の２５日（４月にあっては３０日）（その日が、富士見市の休日を定める条例

（平成２年条例第１４号）第１条に規定する市の休日にあたるときは、その日前に

おいて、その日に最も近い市の休日でない日）までに、就学援助費支給申請書（様

式第１号）を市長に提出するものとする。 

２ 前項の申請書には、対象者の区分に応じて別表第２に定める書類を添付するもの

とする。ただし、市長が特に認めるときは、これを省略することができる。 

（平２０告示６６・平２７告示１１２・一部改正） 

（支給決定等） 

第６条 市長は、前条の規定により申請があったときは、速やかに就学援助費の支給

の適否を決定するものとする。この場合において、市長は、当該申請に係る児童又

は生徒が在学する学校の校長（以下「校長」という。）に対し、意見を求めるもの

とする。 

２ 市長は、前項の規定により支給することを決定したときは、就学援助費支給決定

通知書（様式第２号）により当該申請者に通知するものとする。 
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３ 市長は、第１項の規定により支給しないことを決定したときは、就学援助費支給

却下通知書（様式第３号）により当該申請者に通知するものとする。 

（平２７告示４７０―２・一部改正） 

（支給等） 

第７条 市長は、前条第１項の規定により支給することを決定した場合は、同条第２

項の規定により支給決定の通知を受けた者（以下「支給決定者」という。）に対し、

速やかに就学援助費を支給するものとする。 

２ 前項の就学援助費については、支給決定者の委任状により校長が直接受領するこ

とができる。 

３ 就学援助費の支給期間は、第５条第１項の申請を受理した日の属する月から当該

日の属する年度の３月までの期間とする。 

（平２７告示１１２・平２７告示４７０―２・一部改正） 

（就学援助費の支給の特例） 

第７条の２ 就学援助費のうち学校保健安全法施行令（昭和３３年政令第１７４号）

第８条に規定する疾病の治療に要した医療費は、現物給付によって行うものとする。 

２ 支給決定者は、前項の疾病に罹
り

患した児童又は生徒の治療のために医療機関又は

薬局に受診しようとするときは、医療券（様式第４号）を当該医療機関又は薬局に

提出するものとする。 

３ 市長は、支給対象者に係る児童又は生徒が有効期限内に医療機関又は薬局を利用

した場合において、当該医療機関又は薬局からその者に係る請求が行われたときは、

医療券に記載された請求額を当該医療機関又は薬局に直接支払うものとする。 

（平２７告示４７０―２・追加） 

（変更届） 

第８条 前条第１項の規定により就学援助費の支給を受けた者（以下「受給者」とい

う。）は、提出した申請書の内容に変更が生じたとき、又は就学援助費の受給を辞

退するときは、遅滞なく就学援助費受給者状況変更届（様式第５号）を市長に提出

するものとする。 

（平２７告示４７０―２・一部改正） 

（決定の取消し） 
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第９条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第６条第１項の規

定による支給の決定を取り消すことができる。 

(１) 第３条に規定する支給対象者の要件を欠いたとき。 

(２) 前条に規定する辞退をしたとき。 

(３) 偽りその他不正の手段により就学援助費の支給を受けたとき。 

２ 市長は、前項の規定により決定を取り消したときは、就学援助費支給決定取消通

知書（様式第６号）により、当該受給者に通知するものとする。 

（平２７告示１１２・平２７告示４７０―２・一部改正） 

（返還） 

第１０条 市長は、前条第１項の規定により決定を取り消した場合において、当該取

り消した日以後に支給した就学援助費があるときは、別表第３に定めるところによ

り当該就学援助費を返還させるものとする。 

（委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成１８年３月２９日告示第５４号） 

この告示は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月２７日告示第６６号） 

この告示は、平成２０年３月２７日から施行する。 

附 則（平成２１年３月２４日告示第６１号） 

この告示は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月３１日告示第１４２号） 

この告示は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月３１日告示第１１２号） 

この告示は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年１２月２５日告示第４７０―２号） 

この告示は、平成２８年１月１日から施行する。 

別表第１（第４条関係） 
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（平２６告示１４２・一部改正） 

就学援助費の内訳 

費目 支給対象者 

学用品費 準要保護者 

通学用品費（新入学用品費の受給者を除く。） 準要保護者 

新入学用品費（新たに１学年に入学した場合に限る。） 準要保護者 

宿泊を伴う校外活動費 準要保護者 

宿泊を伴わない校外活動費 準要保護者 

修学旅行費 要保護者及び準要保護者 

学校給食費 準要保護者 

医療費 要保護者及び準要保護者 

備考 各費目の支給額については、市長が別に定める基準による。 

別表第２（第５条関係） 

（平２７告示１１２・全改） 

対象者の区分 添付書類 

要保護者 生活保護受給証明書の写し 

準要保護者 前年の収入を証明する次のいずれかの書類 

ア 源泉徴収票 

イ 所得税の確定申告書の写し 

ウ 住民税の課税証明書又は非課税証明書 

居住建物の賃貸借契約書の写し 

障害の程度を証明する手帳等の写し 

生活保護法に基づく保護の停止又は廃止を証明する書類 

次のいずれかの措置を受けたことを証明する書類 

ア 個人事業税の免除 

イ 市民税の免除 

ウ 固定資産税の免除 

エ 国民年金保険料の減免 
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オ 国民健康保険料の減免又は徴収猶予 

児童扶養手当受給者証の写し 

別表第３（第１０条関係） 

就学援助費の返還対象 

費目 返還対象 

学用品費 支給決定を取り消した日の属する月の翌月以後に支給し

たもの 

通学用品費 〃 

新入学用品費 支給決定を取り消した日以後に支給したもの 

宿泊を伴う校外活動費 〃 

宿泊を伴わない校外活動費 〃 

修学旅行費 〃 

学校給食費 〃 

医療費 〃 
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様式第１号（第５条関係） 

（平２７告示４７０―２・全改） 

様式第２号（第６条関係） 

（平２７告示４７０―２・全改） 

様式第３号（第６条関係） 

（平２７告示４７０―２・全改） 

様式第４号（第７条の２関係） 

（平２７告示４７０―２・全改） 

様式第５号（第８条関係） 

（平２７告示４７０―２・全改） 

様式第６号（第９条関係） 

（平２７告示４７０―２・全改） 

 


